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資料３－５ 避難確保計画の作成を必要とする要配慮者利用施設における計画作成状況一覧  

【応－２－１】 
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・表中「洪水」「土砂「津波」に「○」のある施設は、それぞれ「水防法第 15 条の３第１項」、「土砂災害警戒区

域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第８条の２第１項」、「津波防災地域づくりに関する法律第 71 

条第１項」に基づき、避難確保計画を作成しなければならない施設である。 

 

資料：田辺市防災まちづくり課（令和７年 12 月調べ） 

 

 

 

 


